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　「たんぽぽ学級」が５月から

開設されます。この学級は、町

教育委員会が運営している家庭

教育学級の一つで、３歳未満の

乳幼児期の子供を持つ親や祖父

母を対象にした学習会です。託

児室もありますので、安心して

学習できます。いろんな人との

交流を通じ、家族みんなで楽し

い子育てへのヒントを見つけて

みませんか。

試学習の期間　５月から来年２

月まで（詳しい日程などは、

直接参加者に連絡します）

試主な学習内容　諮みんなで話

そう（保護者による話し合い

学習会）諮お父さんの育児（講

話）諮山田の子育てのお話諮

遠足諮感謝の会、クリスマス

会――など全１１回

試対象　ゼロ歳から３歳までの

乳幼児を持つ親または祖父母

試申込期限　４月２５日（定員４０

人になり次第締め切ります）

試申込先・問い合わせ　町教育

委員会事務局社会教育担当

（内線６２３）へどうぞ。

　託児ボランティアを募集

　たんぽぽ学級では、お母さん

やお父さん方に安心して学習し

ていただくため、託児室で子供

たちの世話をしていただく託児

ボランティアを募集しています。

子供が好きな方であれば年齢、

経験などは問いません。運営に

協力していただける方は、同担

当までご連絡ください。

まちで出会ったかわいい笑顔

たんぽぽ学級に
参加しませんか

国民年金保険料
納付窓口を開設

　宮古社会保険事務所では、国

民年金保険料の臨時納付窓口を

開設します。どうぞご利用くだ

さい。国民年金保険料は、被保

険者はもちろん配偶者や世帯主

にも納付義務があります。また、

支払い能力があるにもかかわら

ず保険料を納付しない場合は、

滞納処分（財産差し押さえ）を

執行されることがあります。

試日時　４月２４日（火）

　　　　午前１０時半～午後４時

試場所　町中央コミュニティセ

ンター２階集会室

試対象　無年金者を除く保険料

未納者（１カ月以上の未納者）

試問い合わせ　宮古社会保険事

務所（察６２－１９６３）へどうぞ。

軽自動車税の減免
申請は２４日までに

　町では、障害がある方の介護

に専念している方などが所有す

る軽自動車や移動入浴者など、

介護福祉車両（８ナンバー）の

軽自動車税の減免申請を受け付

けています。

試持参する物　障害者手帳、納

税通知書、運転免許証、車検

証の写し、印鑑

試申請先・問い合わせ　４月２４

日までに役場税務会計課町民

税担当（内線１１２）へどうぞ。

ホームヘルパー
養成研修を開催

　山田町社会福祉協議会では、

ホームヘルパー養成研修（２級

課程）を開催します。

試期間　５月２１日～７月２日

試場所　町中央コミュニティセ

ンター、町内社会福祉施設

試内容　講義、実習、現場見学

など（全１３０時間）

試受講料　１５,０００円

試受講資格　自動車運転免許を

持っている町内在住者で、

ホームヘルパーとして従事す

ることを希望する人、または

ボランティアや地域福祉の活

動を希望する人

試定員　２５人（面接調査により

受講生を決定します）

試申込期限　５月２日

試申込先・問い合わせ　山田町

社会福祉協議会(察８２－０３０３)

へどうぞ。

能登半島地震災害
義援金を受け付け

　能登半島地震被災者に対する

義援金を受け付けています。皆

さんのご協力をお願いします。

試郵便振替口座

　口座番号  「００７８０－１－３」

　口座名義　日本赤十字社石川

県支部

※「平成１９年能登半島地震義援

金」と明記してください。

試受付期間　３月２７日～９月２８

日（期間中は振替手数料が無

料となります）

試問い合わせ　日本赤十字社県

支部山田町分区（役場保健福

祉課内・内線１３２）へどうぞ。

　宮古地区広域行政組合では、

４月から事業所から排出される

ペットボトルについても資源物

として受け入れています。ペッ

トボトルは直接組合に持ち込む

か、一般廃棄物処理業者に委託

して処分してください。処分料

金は１０㌔当たり３０円です。

　また、一般廃棄物処理施設で

処理できない「処理困難物」に

強化プラスチック製（ＦＲＰ）

浴槽を新たに指定しました。家

庭から排出されるＦＲＰ浴槽は

搬入できませんのでご注意くだ

さい。

試問い合わせ　宮古広域行政組

合リサイクルセンター計量棟

（察６３－７６９８）へどうぞ。

アサリまつりが
今年から休止に

　春の恒例行事「アサリまつり」

は、織笠川三陸高潮対策事業に

伴う河口付近の水門工事のた

め、今年から休止となります。

なお、山田湾のアサリ漁が一般

開放されることとなっておりま

すので、４月１日号広報に掲載

（１７㌻）された条件を守り、潮干

狩りをお楽しみください。

試問い合わせ　役場産業振興課

商工観光担当（内線２３３）へ。

　児童手当制度の改正により、

平成１９年４月分から、３歳未満

の手当月額が一律１万円となり

ます。対象者には役場から通知

書を発行していますが、今回の

改正に伴う新たな手続の必要は

ありません。なお、３歳の誕生

月の翌月分からは、従来どおり

第１子および第２子の手当月額

は５千円、第３子以降の手当月

額は１万円となります。

試問い合わせ　役場住民生活課

住民記録担当（内線１２６）へ。

３歳未満児童手当
一律１万円に拡充

事業系のペット
ボトル受け入れ

農作業 あせる気持ちに
 ブレーキを！

点検・確認・事故防止

４月分の納税
固定資産税（第１期）

軽自動車税

…５月１日
４月１５日～６月１５日
春の農作業安全月間
４月１５日～６月１５４月１５日～６月１５日日
春の農作業安全月春の農作業安全月間間

納　期　限
（口座振替日）

※本年度から納期限と口座振

替日は同じ日になりました。

４月の粗大ごみ収集
収 集 日 　４月３０日

対象地区　山田地区

予 約 先 　芳賀清掃社

　　　　　(察８６－２８２６)

予約期限　４月２３日

※予約をした方は、必ず氏名

と電話番号を書いて出して

ください。

期日　２日、１０日、１７日、

　　　２４日

時間　午前１０時～午後３時

場所　宮古市役所

申込先　宮古市市民交流室

（察６２－２１１１）

問い合わせ　岩手弁護士会

（察０１９－６２３－５００５）へ。

５月の無料法律相談


